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2022 年 9 月 1 日 No. 169（毎月 1 日発行） 

複数の所在地登記（一照多址）について 

1. 複数の所在地登記（一照多址）とは 

中国における法人は、原則として所在地は 1 か所のみ登記ができることとされており、複数の所在地を登

記する場合は各所在地に分公司を設立することが必要です。ただ、近年 1 つの法人が分公司の設立なし

で複数の所在地を登記できる制度を実施する都市（北京市・広州市・深セン市など）が出てきました。こ

の制度のことを一照多址と言います。 

当該制度の実施は都市ごとに行われており、2 か所以上の所在地の登記ができるのは同一の市内に限

られますが、小売店などの企業で同一の市内に複数の店舗を出店する場合は店舗（所在地）ごとの分

公司の設立が不要となり、分公司の登記に係わる管理業務の負担軽減が見込まれます。 

 

2. 税務上の影響 

総公司及び分公司が同一の市内に所在していたとしても、特定の税金の申告（例えば印紙税・個人

所得税など）は総公司・各分公司でそれぞれ必要とされていましたが、一照多址によって分公司の設立が

不要となり、この税金申告の負担も軽減されることになります。 

留意しなければならない点が一照多址は一般的に総公司が所在する市内のみ有効である点です。市

外において一照多址は認められておらず、市外の所在地を登記する場合は当地で分公司の設立が必要と

なり、市外に設立した分公司は所在する地域で税金申告が必要となります。各税金には国税及び地方税

のそれぞれの割合が定められており、特定の都市（例えば総公司の所在する都市）に任意で申告及び納

付をまとめることは、別の都市の課税当局より脱税と見做されかねないため留意が必要です。 

主な税目 国税 地方税 

企業所得税（特定の業種除く） 60％ 40％ 

個人所得税（預金利息除く） 60％ 40％ 

増値税（一部の都市除く） 75％ 25% 

印紙税（証券取引除く） 0％ 100％ 

 

3. 一般的な条件 

 以下は一般的な一照多址の申請条件です。市場監督管理局に事前申請が必要とされており、申請後

に商務局・税関・金融機関などに対しても手続が必要となることが一般的です。 

番号 内容 

①  登記する所在地は同一の市内であること。 

②  登記する所在地における営業活動は経営範囲内であること。 

③  登記する所在地は実際に業務を行う固定的な経営地であること。 
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4. 直近の一照多址の実施事例（深セン市） 

2022 年 6 月 30 日に深セン市場監督管理局より 《 “一照多址、一市一照” 企業登記について市

場監督管理局の業務に関する通知》 が公表され、深セン市においても 2022 年 7 月 6 日より一照多址

による申請の受付が開始されました。 

以下は深セン市における申請条件です。外資企業・内資企業に関わらず申請が可能とされており、既に

複数の企業が申請を行っていることが確認されています。 

番号 内容 

①  
深セン市において登記されている法人、非会社制法人、パートナシップ法人、個人独資企業

であること。 

②  事前許可経営項目を行う企業ではないこと。 

③  連合会に登録が必要な企業ではないこと。 

④  ペーパーカンパニー、会計士事務所、弁護士事務所ではないこと。 

⑤  深汕特别合作区内の企業ではないこと。 
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